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規 則 ○ 三重県高等学校等修学奨学金の貸与に関する規則の一部を改正する規則 … 予 算 経 理 室 １頁
○ 斎宮歴史博物館条例施行規則の一部を改正する規則 ………………………… 文化財保護室 ３頁
○ 三重県文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則 ……………………… 文化財保護室 ４頁

三 重 県 高 等 学 校 等 修 学 奨 学 金 の 貸 与 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 八 月 二 十 三 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 作 野 史 朗

��������	
��

三 重 県 高 等 学 校 等 修 学 奨 学 金 の 貸 与 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 高 等 学 校 等 修 学 奨 学 金 の 貸 与 に 関 す る 規 則 ( 平 成 十 四 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 六 号 ) の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 採 用 の 予 約 )

第 二 条 の 二 中 学 校 の 第 三 学 年 に 在 学 中 の 者 は 、 奨 学 生 ( 修 学 奨 学 金 を 受 け て 高 等 学 校 等 に 在 学 す る 者 を い う 。

以 下 同 じ 。) に な る こ と の 予 約 ( 以 下 ｢ 採 用 の 予 約 ｣ と い う 。) を 受 け る こ と が で き る 。

第 三 条 の 見 出 し 中 ｢ 貸 与 ｣ の 次 に ｢ 及 び 採 用 の 予 約 ｣ を 加 え 、 第 一 項 第 四 号 及 び 第 二 項 第 二 号 中 ｢ 第 十 条 第 一

項 第 二 号 ｣ を ｢ 第 十 三 条 第 一 項 第 二 号 ｣ に 改 め る 。

第 三 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 採 用 の 予 約 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 当 該 予 約 を 受 け よ う と す る 年 度 の 翌 年 度 に 高 等 学 校 等 に 入 学 す る 予

定 の 者 で あ っ て 、 次 の 各 号 に 該 当 す る 者 と す る 。

一 修 学 費 の 貸 与 を 受 け よ う と す る 者 に あ っ て は 、 第 三 条 第 一 項 第 一 号 、 第 三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 要 件 を 満

た す 者 で あ る こ と 。

二 修 学 支 度 費 の 貸 与 を 受 け よ う と す る 者 に あ っ て は 、 第 三 条 第 一 項 第 一 号 、 第 三 号 及 び 第 三 条 第 二 項 第 二 号

に 掲 げ る 要 件 を 満 た す 者 で あ る こ と 。

第 四 条 の 見 出 し 中 ｢ 貸 与 ｣ の 次 に ｢ 及 び 採 用 の 予 約 ｣ を 加 え 、 第 一 項 中 ｢ 貸 与 ｣ の 次 に ｢ 又 は 採 用 の 予 約 ｣ を

加 え 、 同 項 中 ｢ 三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 ( 以 下 ｢ 教 育 長 ｣ と い う 。)｣ を ｢ 教 育 長 ｣ に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 ｢ 高 等

学 校 等 ｣ の 次 に ｢ 又 は 中 学 校 ｣ を 加 え る 。

第 五 条 の 見 出 し 中 ｢ 奨 学 生 ｣ の 次 に ｢ 及 び 採 用 の 予 約 を 受 け る 者 ｣ を 加 え 、 同 条 第 一 項 中 ｢ 修 学 奨 学 金 の 貸 与

を 受 け る 者 ｣ を ｢ 奨 学 生 と な る 者 及 び 高 等 学 校 等 か ら 入 学 の 許 可 を 得 る こ と を 条 件 と し て 採 用 の 予 約 を 受 け る 者 ｣

に 改 め 、 同 項 中 ｢ 当 該 奨 学 生 が 在 学 す る 高 等 学 校 等 の 長 ｣ を ｢ 当 該 申 請 を し た 者 が 在 学 す る 高 等 学 校 等 又 は 中 学

校 の 長 ｣ に 改 め る 。

第 五 条 に 次 の 三 項 を 加 え る 。

４ 採 用 の 予 約 の 決 定 を 受 け た 者 は 、 教 育 長 が 定 め る 期 限 ま で に 、 進 路 決 定 届 ( 第 十 一 号 様 式 ) を 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。

５ 採 用 の 予 約 の 決 定 を 受 け た 者 が 、 次 の 各 号 の す べ て に 該 当 し た と き は 、 奨 学 生 と な る 。

一 前 項 に 規 定 す る 進 路 決 定 届 を 教 育 長 が 定 め る 期 限 ま で に 提 出 し た と き 。

二 採 用 の 予 約 の 決 定 を 受 け た 年 度 の 翌 年 度 に 高 等 学 校 等 に 入 学 し た と き 。

６ 採 用 の 予 約 の 決 定 を 受 け た 者 が 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ か を 欠 く に 至 っ た と き は 、 当 該 予 約 は 失 効
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す る 。

第 六 条 第 二 項 中 ｢( 修 学 奨 学 金 を 受 け て 高 等 学 校 等 に 在 学 す る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。)｣ を 削 り 、 第 三 項 中 ｢ 高

等 学 校 等 ｣ の 次 に ｢( 採 用 の 予 約 を 受 け た 者 に つ い て は 、 当 該 採 用 の 予 約 を 受 け た 者 が 、 第 五 条 第 四 項 に 規 定 す

る 進 路 決 定 届 に よ り 届 け 出 た 高 等 学 校 等 )｣ を 加 え 、 同 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

た だ し 、 採 用 の 予 約 の 決 定 を 受 け た 者 に つ い て は 、 入 学 の 日 の 属 す る 月 の 前 月 に 貸 与 す る こ と が で き る 。

第 十 五 条 第 一 項 中 ｢ 奨 学 生 若 し く は 奨 学 生 で あ っ た 者 ｣ を ｢ 奨 学 生 、 採 用 の 予 約 の 決 定 を 受 け た 者 及 び 高 等 学

校 等 か ら 入 学 の 許 可 を 得 る こ と を 条 件 と し て 採 用 の 予 約 の 決 定 を 受 け る 者 、 若 し く は 奨 学 生 で あ っ た 者 ｣ に 改 め 、

同 項 第 四 号 中 ｢ 奨 学 金 の 貸 与 を 受 け る こ と ｣ の 次 に ｢ 又 は 採 用 の 予 約 ｣ を 加 え 、 第 二 項 中 ｢ 奨 学 生 若 し く は 奨 学

生 で あ っ た 者 ｣ を ｢ 奨 学 生 、 採 用 の 予 約 の 決 定 を 受 け た 者 及 び 高 等 学 校 等 か ら 入 学 の 許 可 を 得 る こ と を 条 件 と し

て 採 用 の 予 約 の 決 定 を 受 け る 者 、 若 し く は 奨 学 生 で あ っ た 者 ｣ に 改 め る 。

第 一 号 様 式 ( 表 面 ) を 次 の よ う に 改 め る 。
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第 三 号 様 式 中

｢
私はこのたび 在学中､ 三重県高等学校等修学奨学金の貸与を受けることに

なりました｡
つきましては､ その学校の諸規則命令等を守り､ 学業に励み､ 性行をつつしむ はもちろん､

三重県高等学校等修学奨学金規則を堅く守り､ かつ､ 卒業後もその設置された趣旨に添うよう
誓約します｡
なお､ 奨学金の返還については､ 規定にしたがい誠実に返還の義務を履行することを確約い

たします｡
｣ を

｢
私はこのたび (在学中 ・ 高等学校等進学後)､ 三重県高等学校等修学奨

学金の貸与を受けることになりました｡
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つきましては､ その学校の諸規則命令等を守り､ 学業に励み､ 性行をつつしむ はもちろん､
三重県高等学校等修学奨学金規則を堅く守り､ かつ､ 卒業後もその設置された趣旨に添うよう
誓約します｡
なお､ 奨学金の返還については､ 規定にしたがい誠実に返還の義務を履行することを確約い

たします｡
※ ( ) 内は､ いずれか該当するように○を付けてください｡

｣ に 改 め る 。

第 十 号 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。
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受
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明
す
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類
(合
格
証
書
等
)

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 六 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

斎 宮 歴 史 博 物 館 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 八 月 二 十 三 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 作 野 史 朗

��������	
���

斎 宮 歴 史 博 物 館 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

斎 宮 歴 史 博 物 館 条 例 施 行 規 則 ( 平 成 元 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 二 条 第 一 項 中 ｢ 教 育 長 ｣ を ｢ 館 長 ｣ に 、 第 二 項 中 ｢ 教 育 長 ｣ を ｢ 館 長 ｣ に 改 め る 。

第 一 号 様 式 中 ｢ 三 重 県 教 育 委 員 会 ｣ を ｢ 斎 宮 歴 史 博 物 館 長 ｣ に 、 ｢ 住 所 ｣ を ｢ 住 所 ( 所 在 地 )｣ に 、 ｢ 氏 名 ・ 団

体 名 ｣ を ｢ 団 体 名 ｣ に 、 ｢ 職 業 ・ 代 表 者 氏 名 ｣ を ｢ 氏 名 ・ 代 表 者 氏 名 ｣ に 改 め 、 ｢ 印 ○ ｣ を 削 る 。

第 二 号 様 式 中 ｢ 三 重 県 教 育 委 員 会 ｣ を ｢ 斎 宮 歴 史 博 物 館 長 ｣ に 改 め る 。

第 三 号 様 式 中 ｢ 三 重 県 教 育 委 員 会 ｣ を ｢ 斎 宮 歴 史 博 物 館 長 ｣ に 、 ｢ 住 所 ｣ を ｢ 住 所 ( 所 在 地 )｣ に 、 ｢ 氏 名 ・ 団

体 名 ｣ を ｢ 団 体 名 ｣ に 、 ｢ 職 業 ・ 代 表 者 氏 名 ｣ を ｢ 氏 名 ・ 代 表 者 氏 名 ｣ に 改 め る 。

第 四 号 様 式 中 ｢ 三 重 県 教 育 委 員 会 ｣ を ｢ 斎 宮 歴 史 博 物 館 長 ｣ に 改 め る 。

第 五 号 様 式 中 ｢ 三 重 県 教 育 委 員 会 ｣ を ｢ 斎 宮 歴 史 博 物 館 長 ｣ に 、 ｢ 住 所 ｣ を ｢ 住 所 ( 所 在 地 )｣ に 、 ｢ 氏 名 ・ 団

体 名 ｣ を ｢ 団 体 名 ｣ に 、 ｢ 職 業 ・ 代 表 者 氏 名 ｣ を ｢ 氏 名 ・ 代 表 者 氏 名 ｣ に 改 め る 。

第 六 号 様 式 中 ｢ 住 所 ｣ を ｢ 住 所 ( 所 在 地 )｣ に 、 ｢ 氏 名 ・ 団 体 名 ｣ を ｢ 団 体 名 ｣ に 、 ｢ 職 業 ・ 代 表 者 氏 名 ｣ を

｢ 氏 名 ・ 代 表 者 氏 名 ｣ に 改 め る 。

第 八 号 様 式 中 ｢ 三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 ｣ を ｢ 斎 宮 歴 史 博 物 館 長 ｣ に 、 ｢ 住 所 ｣ を ｢ 住 所 ( 所 在 地 )｣ に 、 ｢ 氏

名 ・ 団 体 名 ｣ を ｢ 団 体 名 ｣ に 、 ｢ 職 業 ・ 代 表 者 氏 名 ｣ を ｢ 氏 名 ・ 代 表 者 氏 名 ｣ に 改 め る 。

第 九 号 様 式 中 ｢ 三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 ｣ を ｢ 斎 宮 歴 史 博 物 館 長 ｣ に 改 め る 。



教育公報第１４９３号
平成16年８月27日発行

4

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 六 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

三 重 県 文 化 財 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 八 月 二 十 三 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 作 野 史 朗

��������	
��

三 重 県 文 化 財 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 文 化 財 保 護 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 五 十 一 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 号 ) の 第 21 号 様 式 並 び に 第 22 号 様 式

を 次 の よ う に 改 め る 。
右 を 三 重 県 天 然 記 念 物 日 本 鶏 と し て

登 録 す る
年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会 印 □

鶏 種 内 種

性 別 ふ 化 年 月 日

産 地 体 重

特 徴 そ の 他

登 録 番 号

割 印
三 重 県 天 然 記 念 物 日 本 鶏 登 録 証 書

第
22
号
様
式
(第
29
条
関
係
)

三
重
県
天
然
記
念
物
日
本
鶏
登
録
証
書

(表
)

所 有 者 所 有 者 の 住 所

交 付 又 は 再 交 付

の 年 月 日

所 有 者 所 有 者 の 住 所 変 更 の 年 月 日 印

(裏
)

Ａ
３
横

右 を 三 重 県 天 然 記 念 物 紀 州 犬 と し て

登 録 す る
年 月 日

三 重 県 教 育 委 員 会 印 □

犬 名
性 別 生 年 月 日

産 地 毛 色

肩 高 体 重

特 徴 そ の 他

登 録 番 号

割 印
三 重 県 天 然 記 念 物 紀 州 犬 登 録 証 書

第
21
号
様
式
(第
29
条
関
係
)

三
重
県
天
然
記
念
物
紀
州
犬
登
録
証
書

(表
)

所 有 者 所 有 者 の 住 所

交 付 又 は 再 交 付

の 年 月 日

所 有 者 所 有 者 の 住 所 変 更 の 年 月 日 印

(裏
)

Ａ
３
横
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附 則

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 前 の 第 21 号 様 式 並 び に 第 22 号 様 式 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 登 録 証 書 は 、 改 正 後 の 第 21 号 様 式 並 び に 第

22 号 様 式 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 登 録 証 書 と み な す 。
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